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 トランプ米政権と与党・共和党の議会指導部は、およそ30年ぶりとなる大型の税制改革案を公表した。
 最大の焦点であった連邦法人税率は、現行から大幅に引き下げ。主要国の中でも低水準をめざす。
 年内の税制改革法案成立をめざすものの、与党内でも意見が割れる可能性もあり、難航が予想される。

トランプ米政権と与党・共和党の議会指導部は9月27日、およそ30年ぶりとなる大型の税制改革案を
公表しました（図表1） 。今回の最大の焦点であった連邦法人税率は、現行の35％から20％に大幅に
引き下げ、主要国でも低い水準への軽減をめざします（図表2）。また、企業が海外で稼いだ利益を米
国に送金する時の課税も原則撤廃し、企業の税負担を軽くすることで、国内での投資や雇用の後押しを
図る考えのようです。

図表2：法人実効税率の国際比較

臨時レポート
米国連邦法人税率 20％に引き下げへ
年内での税制改革法案成立をめざす

図表3：米国株式指数の推移

（出所）図表１、2は財務省、各種報道等、図表3はブルームバーグデータを基にニッセイアセットマネジメント作成

図表1：今回の米税制改革案のポイント

 最大の焦点であった連邦法人税を35％から20％に大
幅に引き下げ

『全世界所得課税方式』と呼ばれる企業が海外で稼いだ
利益への課税を原則取りやめ

 既存の海外留保資金は1回に限り課税（税率は未定）

企業税制

 最高税率を39.6％から35％に下げ
 税率は7段階（10～39.6％）から3段階（12％、25％、
35％）に簡素化

 基礎控除を現行の6,000ドルから2倍に拡大
 子育て世帯の控除を拡大

個人税制

法人税率の引き下げによる減税規模は10年間で1.5兆ドル（約165兆円）になると見込まれ、2001年
の『ブッシュ減税』を大きく上回る見通しです。一方で、政府債務は過去最大規模にまで膨らんでいる
ことから、引き続き財政悪化の懸念も残されています。
今回の税制改革法案を27日の米国株式市場は素直に好感し、米企業の収益力が増すとの期待感からダ
ウ工業株30種平均など主要3指数は揃って上昇しました（図表3）。
10月に下院、11月には上院を通過させ、年内にも税制改革法案を成立させたい意向のようですが、与
党・共和党内でも“積極財政派”と“財政健全派”とに議論が割れる恐れもあり、難航も予想されます。

データ期間：2017年6月30日～2017年9月27日（日次）
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※法人所得に対する税率（国税・地方税）。地方税は、日本は標準
税率、米国はカリフォルニア州、ドイツは全国平均、カナダは
オンタリオ州。
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